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大和郡山市では、上下水道料金の開閉栓受付・検針・調定・収納等につきましては、サービス向上・経費削減のため、株式会社大阪水道総合サービスに業務委託しております。

水道水をつくるための収入と支出
（収益的収支）

水道水をつくるための収入と支出
（収益的収支）

水道水をつくるための収入と支出
（収益的収支）

留保資金
資本的収支の不足額は、減価償却費
や積立金などの留保された資金で
補てんしました

繰入

充当

22億6,868万円
収  入 支  出

20億5,247万円

お客さまからの
水道料金

19億4,719万円

分担金償却収益等
3億2,149万円

収支差額
2億1,621万円

施設の減価償却費
4億3,731万円

県営水道の受水費
6億9,663万円

修繕費や委託料などの物件費
6億9,516万円

人件費 2億2,337万円

水道施設をつくるための
収入と支出 （資本的収支）

8,909万円
収  入 支  出

8億551万円

収支差額
7億1,642万円

分担金 8,909万円分担金 8,909万円
投資収入等 0.1万円投資収入等 0.1万円

借入金の返済
822万円

施設の建設改良費
7億9,729万円

業務課　　　　　　  問い合わせ：53-3661
庶務係
　事務経営の企画・人事労務・文書に関することや諸統計及び調
査に関することなどをしています。みなさんに配布されている、

「ふれっしゅ郡水」の刊行をしています。

水道経理係・下水道経理係
　主に財政計画や資金計画に関したことなど行っています。
　経費を削減しながら効率の良い事務運営を考えています。

お客さま係 ( お客さまセンター )
　水道の開・閉栓や名義変更、また水道料金に関する業務を行っ
ています。
　常に住民の方の意見を参考にしながら、サービスに努めています。

浄水場
浄水係
　原水、浄水、送水、受水量の制御や主管浄水場に係る施設の操
作、維持管理などを行っています。

水質係
　県水、原水、浄水、給水栓水 . の水質検査や試験に関すること
などを行っています。

下水道推進課　　　  問い合わせ：58-5600
庶務係
　主に受益者負担金に関する業務を行っています。

維持普及係 
　下水道使用料や維持管理、改造資金の貸付、指定工事店に関す
ることを行っています。

計画係
　主に下水道事業の計画・認可に関することを行っています。

事業係 
　下水道事業の工事施工に関することを行っています。

工務課
施設係
　施設の拡張、改良事業の整備計画さらには設計や施工に関する
ことなどを行っています。

給水係
　給水装置工事の受付、審査、許可、指導や維持管理に関したこ
となどを行っています。

維持管理係
　配管図面の作成や整備、保管に関することや配水管の維持管理
などを行っています。
　施設係とタイアップしながら、断水や濁水、給水制限に関する
ことなどもしています。

大和郡山市上下水道部　大和郡山市植槻町 6-10

　流域下水道負担金とは、汚水や雨水を奈良県の流域下水道処理施設へ流し
ているので、その排水量に応じて奈良県に支払うお金になります。

お 知 ら せ
　新型コロナウイルス感染症対策
に伴う生活支援として、水道料金
を減免します。

減免料金
　水道基本料金　　２か月分
対象月分
　偶数月検針の方　５－６月分
　奇数月検針の方　６－７月分
　毎月検針の方　　６月分、７月分

水道基本料金（例）税込２か月分　※毎月検針の方は、２か月分の半分となります。

令和２年度下水道事業予算のあらまし
●市内の水道（給水装置）
　指定工事事業者一覧表	 （令和２年４月現在）

　水道の新設、増設、改造、修理などの工事の申込は、指定工
事店へ依頼してください。水道工事にあたっての届出等の諸手
続を代行していただけます。

業　　者　　名 住　　　所 代表者名 電話番号

岡田商店 横田町 岡田　茂 （56）3237

かじ安商店 小泉町 福井　安重 （52）1751

㈱亀岡土木 南郡山町 亀岡　彦穂 （53）9194

㈲北村住設 柳町 北村　好一 （52）3359

㈱クラハラ 井戸野町 倉原　定 （53）4182

㈱シティ・プランナー 外川町 井村　昌司 （55）0050

㈲シンワ商工 矢田町 竹田　博文 （53）2209

辻本設備 本庄町 辻本　正行 （56）5389

奈良日化サービス㈱ 千日町 上田　浩男 （55）0437

業　　者　　名 住　　　所 代表者名 電話番号

㈲西本設備工業所 新町 西本　守 （52）0731

日本ハウジング設備工業㈱ 美濃庄町 森　義治 （53）3330

福井設備㈱ 筒井町 福井　文雄 （59）1746
㈲ＰlumbingＳervice
Ｍorishita 城南町 森下　優二 （55）3931

堀口設備工業 矢田町 堀口　昌吾 （55）2415

㈱マエダ 額田部寺町 前田　憲彦 （56）5106

三浦産業㈱ 南郡山町 三浦　伸一 （53）2617

森下住設㈱ 城南町 森下　美千代 （53）2277

森信設備工業 藤原町 森下　信哉 （20）6806

上下水道部の組織について

公共下水道への接続をお願いします。

下水を処理するための収入と支出
（収益的収支）

下水道施設をつくるための収入と支出
（資本的収支）

収  入 支  出

留保資金
資本的収支の不足額は、減価償却費や積立金などの留保された資金で補てんしました

収  入 支  出

繰入 充当

26億5,544万円

お客さまからの
下水道使用料

16億6,896万円

繰入金等
9億8,648万円

25億7,072万円

流域下水道負担金
8億1,230万円

借入金の支払利息
2億5,583万円

施設の減価償却費
12億2,358万円

収支差額 
8,472万円

人件費
8,584万円

修繕費、委託料
等の物件費
1億9,317万円

収支差額
6億4,775万円

借入金
8億4,840万円

出資金
2億9,000万円

補助金、負担金
2億8,676万円

補助金、負担金
2億8,676万円

14億2,516万円

施設の建設改良費
8億3,554万円

借入金の返済
12億3,737万円

20億7,291万円

令和２年度水道事業予算のあらまし

　下水道が使用できるようになりますと、供用開始される区域を告示します。告示された区域では、遅滞
なく（汲み取り便所の場合は３年以内）排水設備を設置することが下水道法により義務づけられています。
公共下水道への接続は、快適な生活と良好な環境を実現するための重要な要素ですので、皆様のご協力を
お願いいたします。

排水設備工事は大和郡山市排水設備等指定工事店で
　排水設備工事は、大和郡山市排水設備等指定工事店に依頼して下さい。排水設備工事は、市が指定した
排水設備等指定工事店しか施行及び代行申請できません。また、工事等に関する手続きは皆様に代わって
排水設備等指定工事店が行います。

※�下水道の指定工事店につきましては、市のホームページ、または下水道推進課維持普及係までお問合せください。
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(mm)

使用水量
（㎥）

基本料金
(円)

口径
(mm)

使用水量
（㎥）

基本料金
(円)

口径
(mm)

使用水量
（㎥）

基本料金
(円)

13

0～16 2,266

20

0～16 3,674

25

0～16 5,280

17 2,420 17 3,795 17 5,379

18～ 2,574 18～ 3,916 18～ 5,478

口径
(mm)

基本料金
(円)

口径
(mm)

基本料金
(円)

口径
(mm)

基本料金
(円)

40 22,440 50 33,440
75 83,600

100 140,800 150 308,000
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令和２年度水質検査計画の概要
水道事業者は毎事業年度開始前に、水質検査計画を策定しなければなりません。
大和郡山市では、より安全性を保証する観点から法令に定められた回数かそれ以上の回数で検査を実施しています。

No. 試験項目 水質基準値 ※水道法による大和郡山
市の必要水質検査回数

大和郡山市の
検査回数

1 一 般 細 菌 100 個 /ml 年 12 回 年 12 回
2 大　腸　菌 検出しない 年 12 回 年 12 回
3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 0.003mg/l ３年に１回 年１回
4 水銀及びその化合物 0.0005mg/l ３年に１回 年１回
5 ｾﾚﾝ及びその化合物 0.01mg/l ３年に１回 年１回
6 鉛及びその化合物 0.01mg/l ３年に１回 年１回
7 ヒ素及びその化合物 0.01mg/l 年４回 年４回
8 6 価ｸﾛﾑ及びその化合物 0.02mg/l ３年に１回 年１回
9 亜硝酸態窒素 0.04mg/l ３年に１回 年１回
10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01mg/l 年４回 年４回
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/l ３年に１回 年 12 回
12 ﾌｯ素及びその化合物 0.8mg/l 年４回 年 12 回
13 ﾎｳ素及びその化合物 １mg/l ３年に１回 年１回
14 四塩化炭素 0.002mg/l ３年に１回 年１回
15 1,4- ジオキサン 0.05mg/l ３年に１回 年１回
16 ｼｽ -1,2- ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ -1,2- ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04mg/l ３年に１回 年１回
17 ジクロロメタン 0.02mg/l ３年に１回 年１回
18 テトラクロロエチレン 0.01mg/l ３年に１回 年１回
19 トリクロロエチレン 0.01mg/l ３年に１回 年１回
20 ベ ン ゼ ン 0.01mg/l ３年に１回 年１回
21 塩素酸 0.6mg/l 年４回 年 12 回
22 クロロ酢酸 0.02mg/l 年４回 年４回
23 クロロホルム 0.06mg/l 年４回 年４回
24 ジクロロ酢酸 0.03mg/l 年４回 年４回
25 ジブロモクロロメタン 0.1mg/l 年４回 年４回
26 臭　素　酸 0.01mg/l 年４回 年４回
27 総トリハロメタン 0.1mg/l 年４回 年４回
28 トリクロロ酢酸 0.03mg/l 年４回 年４回
29 ブロモジクロロメタン 0.03mg/l 年４回 年４回
30 ブロモホルム 0.09mg/l 年４回 年４回
31 ホルムアルデヒド 0.08mg/l 年４回 年４回
32 亜鉛及びその化合物 １mg/l ３年に１回 年１回
33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 0.2mg/l 年１回 年１回
34 鉄及びその化合物 0.3mg/l ３年に１回 年４回
35 銅及びその化合物 １mg/l ３年に１回 年１回
36 ナトリウム及びその化合物 200mg/l 年４回 年 12 回
37 マンガン及びその化合物 0.05mg/l ３年に１回 年１回
38 塩化物イオン 200mg/l 年 12 回 年 12 回
39 ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等 ( 硬度 ) 300mg/l 年４回 年 12 回
40 蒸発残留物 500mg/l 年４回 年 12 回
41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/l ３年に１回 年１回
42 ジェオスミン 0.00001mg/l 年４回 年４回
43 2- ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵ - ﾙ 0.00001mg/l 年４回 年４回
44 非イオン界面活性剤 0.02mg/l ３年に１回 年１回
45 フェノール類 0.005mg/l ３年に１回 年１回
46 有機物 ( ＴＯＣの量 ) ３mg/l 年 12 回 年 12 回
47 ｐ H 値 5.8 ～ 8.6mg/l 年 12 回 年 12 回
48 味 異常なし 年 12 回 年 12 回
49 臭　　気 異常なし 年 12 回 年 12 回
50 色　　度 ５度 年 12 回 年 12 回
51 濁　　度 ２度 年 12 回 年 12 回

※水道法による大和郡山市の必要水質検査回数は、水源毎の過去における水質検査結果により多少異なります。
※ No.8　6 価ｸﾛﾑ及びその化合物は、令和２年４月１日に 0.05mg/l から水質基準値が強化されました。

水道施設の耐震化への取り組み
　大和郡山市上下水道部では、地震・台風等の災害時にもいつでも安心・安全な給水を行うために、水道施
設の耐震化に取り組んでいます。

　老朽化した水道管は耐震管であり寿命が長い GX 形ダクタイル鋳鉄管や高密度ポリエチレン管へ入れ替え
を行っています。

　令和元年度は約 8 ｋｍを更新及び耐震化を行いました。

　現在、大和郡山市の地中に埋まっている水道管は令和元年度末で約 529 ｋｍあり、そのうち約 63 ｋｍ（全
体の 12.0％）が耐震化されています。

災害に強い水道づくり

GX形ダクタイル鋳鉄管 高密度ポリエチレン管

給水装置の管理について 受水槽の管理について

　道路などに埋設してある配水管から分岐して各家庭まで引き込まれた給水管、止水栓、水道メーター、給
水栓などの器具を総称して給水装置と呼びます。水道メーター以外の給水装置、給水設備（受水槽より建物
側の水道）は、すべてお客さまの財産です。
　したがって、給水装置、給水設備の修理や取り替えなどに要する費用は、お客さまの負担になり、工事は
指定給水装置工事事業者に依頼してください。また、お客さまからの修理のお問い合わせにより上下水道部
お客様センターより紹介させていただく工事事業者は、出張費等がかかる場合がありますので工事事業者に
直接お問い合わせください。
　なお、道路部分（公道）や道路部分から水道メーターまでの水漏れについては現在、上下水道部で修理を
しています。（水道メーターボックス破損による取り替えはお客さまの負担となります。）

　お問い合わせは、　上下水道部お客さまセンター（☎５３－３６６１）　までご連絡お願いします。

　共同住宅や中高層ビルなどで、水道管から送られてきた水をいったん貯めておくところです。大切な飲み水を
貯めておくところですので適切な管理をおこなってください。

　日常つぎのことに気をつけて、管理をおこなってください。
　①毎日、無色透明なガラス製のコップに水を取り、水の色、濁り、味、臭いなど確認をしてください。
　②週に１回、専用の測定器により残留塩素の測定をおこなってください。
　③ 月に１回、水槽の周辺は清潔か、水槽にヒビ割れ水漏れがないか、水槽の中に浮遊物がないか、通気管の防

虫網はついているか、マンホールの蓋は鍵がかかっているか等、点検をおこなってください。

　点検で欠陥を発見したときは、速やかに改善・整備をしてください。

　お問い合わせは、　上下水道部工務課給水係（☎５３－３６６４）　までご連絡お願いします。

●ご存じですか？給水装置の管理区分について ●受水槽とは？

●受水槽の管理について

一般住宅 集合住宅 共同住宅

高架水槽

給水装置 給水装置 給水設備

給水栓

受水槽ポンプ
水道メーター 止水栓

給水管
配水管

上下水道部の所有

お客さまの所有

お客さまで修理

お客さまの所有

お客さまで修理 水漏れの場合上下水道部で修理

配水管
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